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●訪問介護（ ホームヘルプサービス） で利用できるこ と

1 .  身体介護サービス
●利用者の身体に直接接触し て行う 介助と そのために必要な準備・ 後始末、 利用者が日常生活

を営むう えで必要な機能向上等のための介助と 専門的な援助

①排せつの介助　 ②食事の介助　 ③入浴の介助　 ④通院や外出の付き 添い　 ⑤身だし なみの

介助　 ⑥体位の変換　 ⑦起床及び就寝介助　 ⑧服薬介助（ 飲み薬の服用の手伝い、 確認）

⑨自立生活支援・ 重度化防止のための見守り的援助（ 利用者と一緒に手助けしながら行う 家事等） など

2 .  生活援助サービス
●身体介護以外のサービスで、 掃除・ 洗濯・ 調理などの日常生活の援助

①部屋の掃除　 ②洗濯　 ③食事の準備や後片付け　 ④生活必需品の買い物

＊利用の要件： 利用者が 1 人暮ら し 、 家族が障害・ 疾病などのため、 本人や家族が家事を行

う こ と が困難な場合

　 訪問介護員（ ホームヘルパー） が、 利用者宅を 訪問し 、 利用者の有する能力に応じ 、 自立

し た日常生活が送れるよう に、 入浴、 排せつ、 食事の介助や援助を行います。

※要支援 1・ 2 の人は総合事業の対象と なり ます。 詳し く は P59 を参照く ださ い。

介護サービ ス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

訪問介護（ ホームヘルプサービス）・ 事業所一覧は 127 ～ 129 ページ1

○通院等乗降介助について、 目的地が複数ある場合であっ ても、 居宅が始点又は終点と なる場合には、 その間の病

院等から 病院等への移送や、 通所系サービス・ 短期入所系サービスの事業所から 病院等への移送と いっ た目的地間

の移送に係る乗降介助に関し ても 、 同一の事業所が行う こ と を条件に、 算定可能と し ます。

○ 1,000 円（ 片道につき）

○車両への乗降介助等が介護保険の対象

○移送にかかる運賃は、 介護保険の対象外

3 .  その他
●通院等乗降介助

　 通院が困難な要介護者に対し て、 ホームヘルパーが、 ①自ら が運転する車両への乗車・ 降

車の介助を 行い、 あわせて②乗車前・ 降車後の屋内外での移動等の介助、 または③通院先で

の受診等の手続きの介助を行う サービス　

通院等乗降介助の利用例

②デイ 等・ 病院間の算
定を可能にするこ
と で効率的な移動
が可能と なり ます。

①

送迎

自宅

通所系・
短期入所系

事業所

自宅

病院等

※②の算定がある場合のみ、
①の算定が可能です。

②

③病院間の算定を可
能にするこ と で、
効率的な移動が可

能と なり ます。

①

自宅 自宅

A 病院等 B 病院等

※①又は③の算定がある場合
のみ、 ②の算定が可能です。

在宅で利用でき るサービス 　 　 問い合わせ： 介護保険課
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●訪問介護（ ホームヘルプサービス） で利用できないこ と

1 .  本来家族などが行う のが適当と 思われる行為
①家族への洗濯・ 調理・ 買い物・ 布団干し

②利用者が主と し て使用する居室等以外の掃除　 ③来客の応接（ お茶・ 食事の手配など）

④自家用車の洗車・ 掃除………など

2 .  日常生活を 営むのに、 支障が生じ ないと 判断さ れる行為
①草むし り や花木の水やり 、 ペッ ト の世話

②家具・ 電気器具などの移動・ 修繕・ 模様替え

③大掃除・ 窓のガラ ス拭き、 床のワッ ク ス掛け

④正月や節句などのための特別な手間を掛けて行う 料理　 ⑤植木の剪定等の園芸………など

3 .  医療行為に該当する行為
①じ ょ く そう の処置　 ②イ ンシュ リ ンの単位数の調整および投与、 使い終わっ た注射器の片

付け（ 注射器の針を抜き、 処分する行為）

③酸素吸入および停止する行為　 ④たんの吸引（ 口腔内、 鼻腔内、 気管カ ニュ ーレ内部）

⑤経管栄養（ 鼻・ 胃ろ う ・ 腸ろう ） の注入および停止する行為

ただし 、 都道府県知事に登録喀痰吸引等事業者と し て登録さ れた事業所に所属する資格のあ

る介護職員は、 ④たんの吸引または⑤経管栄養の実施ができ るよう になり まし た。 詳し く は、

主治医や看護師、 または担当ケアマネジャ ーにご相談く ださ い。

サービス提供時間 サービス費用

20 分以上 45 分未満 1,870 円 / 回

45 分以上 2,300 円 / 回

サービス提供時間 サービス費用

片　 　 道 1 ,010 円 / 回

サービス提供時間 サービス費用

20 分未満 1,710 円 / 回

20 分以上 30 分未満 2,550 円 / 回

30 分以上 1 時間未満 4,040 円 / 回

1 時間以上 1 時間半未満 5,910 円 / 回

以降 30 分増すごと に 860 円

●集合住宅居住者（ 有料老人ホーム、 サービス付高齢者住宅等） の訪問介護について

介護保険制度9

●身体介護サービス

■サービス費用の目安（ 下表の額の 1 ～ 3 割が自己負担になり ます）　

●生活援助サービス

●通院等乗降介助サービス

◯早朝（ 午前 6 時〜午前 8 時） → 25％加算
・ 夜間（ 午後 6 時〜午後 10 時） → 25％加算　 ・ 深夜（ 午後 10 時〜午前 6 時） → 50％加算
◯ 2 人のホームヘルパーによるサービス提供→ 200％の費用を算定
※サービス提供時間には、 事業所から 自宅までの移動時間やサービス提供までの待ち時間は含まれません。

　 集合住宅居住者において、 特定の事業者のサービス利用が入居条件と さ れ、 利用者の意思、

アセスメ ント 等を 勘案せずに、 集合住宅と 同一敷地内等の訪問介護事業所のみを ケアプラ ン

に位置づけて利用するこ と は適切ではあり ません。 ケアマネジャ ーから 以下について説明を

受けてから 訪問介護事業所を選定し まし ょ う 。

◯ケアマネジャ ーに複数の訪問介護事業所の紹介を求めまし ょ う 。

◯ケアマネジャ ーが当該訪問介護事業所をケアプラ ンに位置づけた理由を確認し まし ょ う 。
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Ｑ Ａ＆

Ｑ
1 人暮らし で寂し いので、 ホームヘル

パーに話し 相手になってほしいとお願い

し たが断られてしまいまし た。 こう いう

場合は、 ホームヘルプサービスを利用

できないのですか？

Ｑ
ホームヘルパーに酸素ボンベの使用（ ス

イッ チを入れること ） を頼んだが、「 で

きない」 と断られました。 そんな簡単な

ことなのに、 なぜできないのですか？

Ｑ
他県に住む親戚の家に行きたいので付

き 添いをお願いし たいのですが、 その

付き添いをホームヘルパーにお願いす

ることはできますか？

Ｑ
1 人暮らしで雪かきが困難なため、 ホー

ムヘルパーに雪かきをお願いすること

はできますか？

Ｑ
ホームヘルパーと 一緒に「 身体介護サー

ビス」 として家事をすることで、 利用時

間が増え、 利用料の金銭負担が増えて

しまう ため、「 身体介護サービス」 では

なく 、「 生活援助サービス」 を使う こと

はできますか？

Ｑ
病院へ通院のため、 介護タ クシーをお

願いし たいのですが、 どのよう にし て利

用するのですか？

こ んなと き どう するの！

～皆さ んから 寄せら れた質問～

酸素ボン ベのスイ ッ チを 入れる こ と は、

「 酸素吸入」 の一部と し て ホ ームヘ ル

パーには許さ れない『 医療行為』 です。

も し 、 ホ ームヘルパーが業務の範囲を 超え て 、

こ のよ う な医療行為に当たる こ と を 行えば違法

行為と なっ てし まいます。

Ａ

ホームヘルプサービスの目的は、“ 利用者

が可能な限り 心身の状況に応じ 自立し た

日常生活を営めるよう 必要な機能向上等

のための支援や援助などを行う こ と ” にあり ます。

利用者と ホームヘルパーが一緒に家事などを行う

こと で、 日常生活上の心身機能の維持・ 向上を図る

こ と を目的と するので、“ できるだけ短い時間や少

ない金銭負担”等のみを考えて「 生活援助サービス」

を利用すること はできません。

Ａ

一般的に「 介護タ クシー」 と は、 スト レッ
チャーを装備し たり 、 車イスに対応できる
車両等で、 病院まで利用者を運送する形
態のタ クシーを言います。 この形態のタ ク

シーを所有し ているタ クシー会社に、 直接申し 込み
を行い、 利用すること になり ます。 こ のほかに、 訪
問介護員等が運転する車両を利用し て、 通院等の
乗降介助を行う 訪問介護サービス（ 通院等乗降介
助） があります。 こ の通院等乗降介助サービスにつ
いては、 在宅生活を送る上での自立支援を目的とし
て、 他の介護保険サービスと 連携し て利用するサー
ビスです。利用にあたり 、様々な制限がありますので、
担当のケアマネジャーと 相談し たう えで利用するこ
と になります。

Ａホームヘルパーが雪かきを行う ことは、「 日

常生活上の世話」 を超えているため、 基本

的には利用できません。 突然の大雪などで、

「 病院やデイサービスへの外出時に家から出るのが困

難」 など、日常生活に支障を及ぼす理由があれば、 利

用することはできます。

※家族や地域の支援・ 援助など を 優先する こ と が原則と

なり ます。

Ａ

ホームヘルプサービ スと は、 ホームヘル

パーが要介護者・ 要支援者の自宅を訪問

し て、 必要な日常生活の世話を行う も の

です。 親戚の家に行く こ と は日常生活上

の世話と はなり ませんので、 ホームヘルプ サービ

スを 利用するこ と はでき ません。 ただし 、 日常生

活の買い物や選挙の投票（ 社会的事由） などに該

当する場合には、 ホームヘルプ サービスの利用は

可能です。

※「 日常生活上の世話」： ①入浴・ 排せつ・ 食事などの介

助や、 調理・ 洗濯・ 掃除などの家事②生活等に関する相談・

助言③その他の必要なも の

Ａ ホームヘルプサービ スと は、 ホームヘル

パーが要介護者の自宅を 訪問し て、 必要

な日常生活の世話を行う も のです。 親戚

の家に行く こ と は日常生活上の世話と はなら ない

ので、 ホームヘルプサービ スを 利用するこ と はで

きません。 ただし 、 日常生活の買い物や選挙の投

票（ 社会的事由） などに該当する場合には、 ホー

ムヘルプサービスの利用は可能です。

※「 日常生活上の世話」： ①入浴・ 排せつ・ 食事などの介

助や、 調理・ 洗濯・ 掃除などの家事②生活等に関する相談・

助言③その他の必要なも の

Ａ

話し 相手のみのサービス内容では、 介護

保険のホームヘルプサービスと し て利用

するこ と はでき ません。 従っ て、 地域の

ボラ ンティ アサービスなどを 検討する必要があり

ます。

Ａ
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Ｑ
少し 認知症の症状がある利用者で、ホー

ムヘルパーが自分の部屋に入るのを嫌

がり、 自分の部屋の鍵をかけて部屋に

閉じ こもってしまう ため、 サービスの提

供ができません。

Ｑ
同居の家族が不在のと きに公共料金の

集金があり、「 料金を立て替えて欲しい」

と 利用者に頼まれました。

Ｑ ホームヘルプサービスの提供時、 セク

シャルハラスメント や大声で怒鳴るなど

の行為を行う 利用者がいますが、 どの

よう に対応すれば良いのですか？

Ｑ
利用者の自立支援のために、 一緒に家

の掃除や食事の支度をし て、 ADL（ 日

常生活動作能力） の向上を図ろう とし

ても、 それを行う のがホームヘルパー

の仕事と 考え、 自分では一切手を出そ

う としません。

Ｑ
利用者の自宅に「 住み込み」 で、 介護

保険のホームヘルプサービスと 家政婦

サービスをあわせて提供し たいと 考え

ていますが？

Ｑ
利用者が不在でホームヘルプサービス

を行えなかった場合、 料金はどのよう

に請求すれば良いのですか？

Ｑ
息子と 2 人暮らし の利用者で、 昼食の

準備等を「 生活援助サービス」 とし て

利用し たいとお願いさ れまし たが、 サー

ビスを提供することは可能ですか？

ホームヘルプ サービ ス に限ら ず介護保

険の在宅サービスは、 ケアマネジャ ーが

利用者の自宅を 直接訪問し て、 解決す

べき 課題や目標を把握し たう えで、 利用者と 一緒

にサービス内容を調整・ 決定し て行われるも ので

す。 こ の場合には、 利用者を交えケアマネジャ ー

と ホームヘルパーなどが、 サービス内容やサービ

ス利用について、 真に利用者に適し たサービスか

どう かを確認する必要があり ます。

Ａ

人間の感情や感じ 方には、 それぞれ違

いがあり ますが、 も し 担当のホームヘル

パーが不快と 感じ るのであれば、 それは

許さ れない行為と いう こ と になり ます。

ホームヘルパーや管理者・ ケアマネジャ ーなどが

協力し て、 本人や家族などに説明し 利用者の理解

を促すこ と が必要です。 も し 、 それでも 改善さ れ

ないよう であれば、 利用者と の事前契約書に基づ

いて、 最終的にサービス提供を拒否・ 中止すると

いう こ と になり ます。

Ａ

ホームヘルプ サービ ス を 含め介護保険

のサービ スは、 利用者の ADL の向上や

自立支援を 目的と し ています。 従っ て、

家事など を 利用者と ホームヘルパーが共に行う

こ と が、 真に利用者の日常生活動作の向上や自

立支援につながる のであれば、 その趣旨や目的

を 利用者に説明し 、 一緒に家事等を 行う こ と が

必要です。

Ａ
「 生活援助サービス」 は、 ①利用者が１ 人
暮らし の場合②家族が障害・ 疾病等やむ
を得ない事情により 家事が困難な場合に
利用できます。 障害・ 疾病の有無だけでな

く 、 個々の利用者の状況に応じ て具体的に判断さ れ
ることと なります。

Ａ

実際にはホームヘルプサービスを提供し て
いないので、 介護保険でのサービ ス費用
の請求はできません。 ただし 、 利用者と 事
業者間での事前契約をもと に、 自己負担で

キャンセル料を徴収すること はできます。

Ａ

重度要介護者などが在宅生活を送るため、 住み

込みの家政婦が見守り 等により 生活全般を支え

ている生活実態を踏まえ、 ケアマネジャーが利用

者の状況・ 課題等を適切に確認・ 把握し たう えで、

一定の条件を満たし た場合に限り、介護保険のサービスとし

て適正と 判断さ れるものについては、 介護保険サービスとし

て利用できます。 詳しく は、 介護保険課へご相談く ださい。

Ａ

ホームヘルパーは、 金銭に関する 貸し

借り や立て 替え な ど の行為を 行う こ と

はで き ま せん。 利用者と の間の金銭の

取り 扱いは、 利用者から 依頼さ れた生

活必需品など を 購入する ための『 小額金銭の一

時預かり 』 のみと な っ ていま すので 、 利用者に

その旨の説明を 行い、 理解を 求める こ と が必要

です。

Ａ

Ｑ Ａ＆ こ んなと き に対応に困り まし た！

～皆さ んから 寄せら れた質問～
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確認し よう ！

ホームヘルプサービスを利用する前に

5 つのチェ ッ ク ポイ ント

あなたが在宅生活を送るう えで、 どのよう な支援や援助が必要か、 ケ
アマネジャーまたは地域包括支援センタ ーに相談しまし たか？1
ホームヘルプサービスを 利用する目的や、 その訪問介護事業者が、
あなたにどのよ う な理由で適し ている か、 ケアマネジャ ー等から
詳し い説明を受けまし たか？

2

あなたに、 どのよ う なサービ スを 提供する かなど、 その訪問介護
事業者から 詳し い説明を 受けまし たか？3
訪問介護事業者の重要事項説明書には、 利用料・ 支払方法や介護
保険で 利用で き る サービ ス と 利用で き な いサービ ス な ど の説明
が、 き ちんと 記載さ れていますか？

4

急なでき ごと が起こ っ た場合などの連絡方法や困っ たと き に相談
でき る責任者を 確認し まし たか？5
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内　 　 　 容

サービ ス提供時間

訪問看護ステーショ ン

が行う 場合のサービス費用

医療機関が行う 場合

のサービス費用

20 分未満 3,200 円 / 回 2,710 円 / 回

30 分未満 4,800 円 / 回 4,070 円 / 回

30 分以上 1 時間未満 8,390 円 / 回 5,850 円 / 回

1 時間以上 1 時間 30 分未満（ 1 時間 30 分以上） 11 ,490 円 / 回（ 3 ,0 7 0 円増） 8 ,600 円 / 回（ 3 ,0 7 0 円増）

理学療法士、 作業療法士又は言語聴覚士による訪問の場合 3 ,000 円 / 回

早朝（ 午前６ 時～午前 8 時） は 25％増

夜間（ 午後 6 時～午後 10 時） は 25％増

深夜（ 午後 10 時～翌朝 6 時） は 50％増

定期巡回・ 随時対応型訪問介護看護事業所と 連携し て訪問看護を 行う 場合 30 ,160 円 / 月

（ 要支援 1、 2 の人は利用でき ません。）

　 訪問看護ステーショ ンや病院・ 診療所の看護師などが、 自宅を 訪問し て療養上のお世話や

必要な診療の補助を 行います。 利用でき るのは、 通院が困難で訪問看護が必要と 、 かかり つ

けの医師が認めた（ 指示をし た） 人です。

訪問看護

介護サービ ス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

介護予防訪問看護

予防サービス（ 要支援 1・ 2 の人）

訪問看護　 ・ 事業所一覧は 130、 131 ページ2

介護保険制度9

◆病状観察・ 管理

◆清拭（ 身体をふく こ と ） など

　 清潔の保持・ 管理

◆じ ょ く そう （ 床ずれ） の処置

◆食事介助・ 栄養管理

◆カ テーテルなどの管理

◆機能訓練

◆タ ーミ ナルケア

◆排せつ介助・ 管理

◆療養指導など

●サービス費用の目安（ 下表の額の１ 〜 3 割が自己負担になり ます）

※要支援の人の利用料は、 上記の目安より 少し 安く なり ます。 また、 サービスを提供する事業

者や訪問者の職種・ 人数によっ て利用料が異なる場合があり ます。

　 ケアマネジャ ーまたは訪問看護事業所にご確認く ださ い。
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Ｑ Ａ＆

Ｑ

Ａ

訪問看護を実際に利用し たいのですが、 どう し たら いいですか？

　 訪問看護を 利用する には医師の指示が必要です。 まず主治医にご相談く だ

さ い。

　 主治医の指示、利用者の希望、心身の状況等をふまえて、看護師等は居宅サー

ビス計画の内容に沿っ て、 療養上の目標や目標達成のための具体的なサービス

内容を記載し た訪問看護計画書を作成し ます。 こ の訪問看護計画に基づきサー

ビスが提供さ れます。

Ｑ

Ａ

訪問看護だけを 20 分未満で利用するこ と はでき ますか？

　 20 分未満の訪問看護は、 24 時間行う こ と ができ る 体制を 整えている 訪問

看護事業所であっ て、 訪問看護計画書の中に 20 分以上の訪問看護が週 1 回以

上含まれている 場合に利用する こ と ができ ます。 詳し く は、 ケアマネジャ ー

または訪問看護事業所にご相談く ださ い。

9 介
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◆看護師などによる健康チェ ッ ク

◆入浴、 洗髪、 清拭（ 身体をふく こ と ） の介助　 など

●サービス費用の目安（ 下表の額の１ 〜 3 割が自己負担になり ます）

Ｑ Ａ＆

Ｑ

Ａ

訪問入浴介護事業所が自宅を訪問し たが、 看護師が血圧などの身体状

況を確認し た結果、 入浴を 見合わせた場合の費用については、 どう な

り ますか？

　 入浴を見合わせた場合には費用はかかり ません。

ただし 、 利用者の希望によ り 清拭、 部分浴を 実施し た場合には、 通常料金の

9 割の費用がかかり ます（ 利用者の自己負担はその 1 〜 3 割です。）

①介護予防訪問入浴介護

内　 　 　 容 サービス費用

全身入浴 8,700 円 / 回

②訪問入浴介護

内　 　 　 容 サービス費用

全身入浴 12 ,860 円 / 回

　 自宅に浴室がない場合や自宅での入浴が困難な時などに、看護職員及び複数の介護職員が、

移動入浴車等で利用者宅に浴槽を持ち込んで、 入浴の介助を行い、 身体の清潔保持、 心身機

能の維持などを図り ます。

訪問入浴介護

介護サービ ス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

介護予防訪問入浴介護

予防サービス（ 要支援 1・ 2 の人）

訪問入浴介護　 ・ 事業所一覧は 131 ページ3

介護保険制度9
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◆基本動作（ 起きあがり 、 立ちあがり 、 寝返り 等） の訓練・ 介助方法の指導

◆日常生活動作（ 食事、 排せつ等） の訓練・ 介助方法の指導

◆関節の変形・ 拘縮（ 動かし づら く なる状態） の改善　

◆言語訓練・ コ ミ ュ ニケーショ ン指導　 ◆認知症の方の在宅生活援助方法の指導

●サービス費用の目安（ 下表の額の１ 〜 3 割が自己負担になり ます）

Ｑ Ａ＆

Ｑ

Ａ

通所リ ハビリ テーショ ンを週 2 回利用し ているが、 自宅での移動や浴

槽の出入り が困難で、 動作の誘導・ リ ハビリ を 受けたい場合、 訪問リ

ハビリ テーショ ンは利用できますか。

　 訪問リ ハビリ テーショ ンは、「 通院が困難な利用者」 に対し て提供するこ と

と さ れています。 し かし 、 ケアマネジメ ント の結果、 通所リ ハビ リ テーショ

ンのみでは、 屋内外における 日常生活動作の自立が困難であり 、 訪問リ ハビ

リ テーショ ンも 必要と 判断さ れた場合は利用するこ と ができます。

※病院・ 診療所、 介護老人保健施設又は介護医療院が実施し ますが、 実施の有無については各

医療機関などにおたずねく ださ い。

内　 　 　 容 サービス費用

20 分間リ ハビ リ テーショ ンを 行っ た場合 3,120 円 / 回

　 通院困難で病状が安定期にある利用者に対し て、 病院・ 診療所の理学療法士・ 作業療法士・

言語聴覚士が、 計画的な医学的管理を行っ ている医師の指示にも と づき、 利用者の自宅を訪

問し て心身の機能の維持回復を図り 日常生活の自立を助けるために、 理学療法・ 作業療法・

言語聴覚療法その他必要なリ ハビリ テーショ ンを行う も のです。

訪問リ ハビリ テーショ ン

介護サービ ス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

介護予防訪問リ ハビリ テーショ ン

予防サービス（ 要支援 1・ 2 の人）

訪問リ ハビリ テーショ ン　 ・ 事業所一覧は 131、 132 ページ4
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◆医師による療養上の管理や指導

◆歯科医師による管理や指導　

◆薬剤師による服薬の管理や指導

◆管理栄養士による栄養指導

◆歯科衛生士等による口腔内の清掃、入れ歯の清掃または摂食・ えん下（ 食べるこ と 、

飲み下すこ と ） 機能に関する実地指導

●サービス費用の目安（ 下表の額の１ 〜 3 割が自己負担になり ます）

＊単一建物居住者と は、 同一月に訪問診療、 往診又は居宅療養管理指導を 行う 場合の利用者です。

※主に医療機関（ 病院、 診療所） や薬局が実施し ますが、 実施の有無については各医療機関などにお

たずねく ださ い。

内　 　 容 利用限度回数 サービス費用

医師が行う 場合 1 カ 月に 2 回

単一建物居住者が 1 人　 　 　 5 ,140 円 / 回

2 ～ 9 人　 4 ,860 円 / 回

10 人以上　 4 ,450 円 / 回

歯科医師が行う 場合 1 カ 月に 2 回

単一建物居住者が 1 人　 　 　 5 ,160 円 / 回

2 ～ 9 人　 4 ,860 円 / 回

10 人以上　 4 ,400 円 / 回

医療機関の薬剤師が行う 場合 1 カ 月に 2 回

単一建物居住者が 1 人　 　 　 5 ,650 円 / 回

2 ～ 9 人　 4 ,160 円 / 回

10 人以上　 3 ,790 円 / 回

薬局の薬剤師が行う 場合 1 カ 月に 4 回

単一建物居住者が 1 人　 　 　 5 ,170 円 / 回

2 ～ 9 人　 3 ,780 円 / 回

10 人以上　 3 ,410 円 / 回

管理栄養士が行う 場合 1 カ 月に 2 回

単一建物居住者が 1 人　 　 　 5 ,440 円 / 回

2 ～ 9 人　 4 ,860 円 / 回

10 人以上　 4 ,430 円 / 回

歯科衛生士等が行う 場合 1 カ 月に 4 回

単一建物居住者が 1 人　 　 　 3 ,610 円 / 回

2 ～ 9 人　 3 ,250 円 / 回

10 人以上　 2 ,940 円 / 回

　 通院困難な利用者に対し て医師・ 歯科医師・ 薬剤師・ 管理栄養士・ 歯科衛生士などが、 利

用者宅を訪問し 、 心身の状況、 置かれている環境などを 把握し て療養上の管理と 指導を行い

ます。

居宅療養管理指導

介護サービ ス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

介護予防居宅療養管理指導

予防サービス（ 要支援 1・ 2 の人）

居宅療養管理指導5

介護保険制度9
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◆理学療法士、 作業療法士、 言語聴覚士、 看護職員、 柔道整復師、 あん摩マッ サー

ジ指圧師、 はり 師またはき ゅ う 師（ 条件あり ） による機能訓練　 ◆送迎

◆レク リ エーショ ンなど高齢者同士の交流　 ◆食事の提供や入浴の介助

●サービス費用の目安（ 下表の額の１ 〜 3 割が自己負担になり ます）

内　 　 容 要介護度 サービス費用

通常規模の事

業所において、

７ 時間以上、

８ 時間未満の

利用（ 送迎を

含む）

要介護 1 6 ,650 円 / 回

要介護 2 7 ,840 円 / 回

要介護 3 9 ,090 円 / 回

要介護 4 10 ,330 円 / 回

要介護 5 11 ,580 円 / 回

入浴 要介護 1 ～ 5 410 円 / 回

内　 　 容 要介護度 サービス費用

定員 18 人以下

のデイ サービ

スセンタ ーに

おいて、 7 時間

以上、 8 時間未

満の利用（ 送

迎を 含む）

要介護 1 7 ,610 円 / 回

要介護 2 9 ,000 円 / 回

要介護 3 10 ,430 円 / 回

要介護 4 11 ,850 円 / 回

要介護 5 13 ,270 円 / 回

入浴 要介護 1 ～ 5 410 円 / 回

　 デイサービスセンタ ーに日帰り で通い（ 送迎し ても ら い）、 居宅で能力に応じ 自立し た日常生

活を営めるよう 、 入浴・ 排せつ・ 食事など日常生活上の世話や機能訓練を受けるこ と ができます。

※要支援 1・ 2 の人は総合事業の対象と なり ます。 詳し く は P61 を参照く ださ い。

介護サービ ス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

通所介護（ デイ サービス）　 ・ 事業所一覧は 132 ～ 134 ページ6

Ｑ 通所介護（ デイサービス） を利用し たいが、 一日利用ではなく 、 半日

利用をして機能訓練を受けることは可能ですか。

　 通所介護（ デイ サービ ス） は、 3 時間から 9 時間未満で行われます。 半日

利用をし て機能訓練を受けるこ と は可能です。

Ｑ ９ 時間の通所介護（ デイサービス） を計画して利用していたが、 急に家族の都合でそ

の日の利用を延長したい場合は、 どう すればいいですか。

　 延長利用ができ る通所介護事業者であるかどう かを ケアマネジャ ーや通所

介護事業者へ相談し 、 利用が可能な事業者であれば、 延長利用は可能です。Ａ

Ａ

Ｑ Ａ＆

※上記サービス費用の 1 〜３ 割の自己負担分（ 利用料） のほかに、 食費やおむつ代などが自己負担と なり ます。

※サービスを提供する事業所によっ て利用料が異なる場合があり ます。

【 参考】 地域密着型通所介護（ デイ サービ ス） の場合

※詳し く は 106 ページを ご覧く ださ い
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◆理学療法士、 作業療法士などによる機能訓練　 ◆送迎

◆レク リ エーショ ンなど高齢者同士の交流　 　 　 ◆食事の提供や入浴の介助

●サービス費用の目安（ 下表の額の１ 〜 3 割が自己負担になり ます）

※上記サービス費用の 1 〜 3 割の自己負担分（ 利用料） のほかに、 食費やおむつ代などが自己

負担と なり ます。

※サービスを提供する事業者によっ て利用料が異なる場合があり ます。

ケアマネジャ ーまたは通所リ ハビリ テーショ ン（ デイ ケア） 事業者にご確認く ださ い。

①介護予防通所リ ハビリ テーショ ン ②通所リ ハビリ テーショ ン

Ｑ Ａ＆

Ｑ

Ａ

通所リ ハビ リ テーショ ン のサービ ス提供時間におい

て、 併設の医療機関の受診は可能ですか？

　 通所サービス（ 通所介護・ 通所リ ハビ リ テーショ ン ） 提供時間帯における

併設医療機関への受診は「 緊急やむを得ない事情」を除いては認めら れません。

また、 サービス開始前または終了後の受診は可能ですが、 そう し た受診につ

いても 一律機械的に受診を組み入れるこ と は適切ではあり ません。

内　 　 容 要介護度 サービス費用

通常規模の
事業所に お
い て、 6 時
間 以 上、 7
時間未満の
利 用（ 送 迎
を 含む）

要介護 1 7 ,220 円 / 回

要介護 2 8 ,590 円 / 回

要介護 3 9 ,910 円 / 回

要介護 4 11 ,490 円 / 回

要介護 5 13 ,030 円 / 回

入浴 要介護 1 ～ 5 410 円 / 回

内　 　 容 要介護度 サービス費用

共通的サービス

※送迎、 入浴含む

要支援 1 20 ,880 円 / 月

要支援 2 40 ,670 円 / 月

　 介護老人保健施設や病院・ 診療所に通い

（ 送迎し ても ら い）、 医師の指示によ り 理学

療法・ 作業療法その他必要なリ ハビ リ テー

ショ ンを受けるこ と ができ ます。 対象者は、

病状が安定期にあり 、 医学的管理下でリ ハ

ビリ が必要と 認めら れた方です。

　 介護老人保健施設や病院・ 診療所に通い（ 送

迎し てもらい）、 医師の指示により 食事などの

日常生活上の支援やリ ハビリ テーショ ンを行

う ほか、その人の目的に合わせた選択的なサー

ビス（ 運動器の機能向上、 栄養改善、 口腔機

能の向上） を受けること ができます。

通所リ ハビリ テーショ ン

介護サービ ス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

介護予防通所リ ハビリ テーショ ン

予防サービス（ 要支援 1・ 2 の人）

通所リ ハビリ テーショ ン（ デイ ケア）  ・ 事業所一覧は 138 ページ7

介護保険制度9
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◆食事、 入浴、 排せつなどの介助

◆理学療法士、 作業療法士、 看護師などによる機能訓練

●サービス費用の目安（ 下表の額の１ 〜 3 割が自己負担になり ます）

※上記サービス費用の 1 〜 3 割の自己負担分（ 利用料） のほかに、 食費、 居住費などが自己負

担と なり ます。 なお、 市町村民税非課税者などは減額と なる制度があり ます。

（ 詳し く は 116 ページ参照）

※サービスを 提供する事業者によっ て利用料が異なる場合があり ます。 ケアマネジャ ーまたは

短期入所生活介護事業者にご確認く ださ い。

※送迎を行う 場合は、 片道 1,880 円が加算さ れます。

①介護予防短期入所生活介護 ②短期入所生活介護

Ｑ Ａ＆

Ｑ

Ａ

短期入所（ 短期入所生活介護・ 短期入所療養介護）

の利用に制限はあり ますか？

　 利用でき る短期入所の日数は、 認定有効期間のおおむね半分の日数と なっ

ています。月単位では、要介護認定ごと の利用限度額内の利用と なり ますので、

超えないよう に、 短期入所以外のサービス利用と 調整が必要になり ます。

　 また短期入所の連続利用は 30 日が限度と なっ ていますので、 31 日目は全

額自己負担と なり ます。

内　 　 容 要介護度 サービス費用

併設型・ 多床

室介護老人福

祉施設の利用

要支援 1 4 ,540 円 / 日

要支援 2 5 ,650 円 / 日

内　 　 容 要介護度 サービス費用

併設型・ 多床

室介護老人福

祉施設の利用

要介護 1 6 ,070 円 / 日

要介護 2 6 ,770 円 / 日

要介護 3 7 ,500 円 / 日

要介護 4 8 ,200 円 / 日

要介護 5 8 ,890 円 / 日

　 心身の状況や家族の病気・ 冠婚葬祭などのため、 または家族の身体的・ 精神的な負担の軽

減等を図るために、 一時的に居宅での生活が困難になっ た利用者が特別養護老人ホームなど

の施設に短期間入所し て、 日常生活上の世話や日常生活動作訓練などが受けら れます。

短期入所生活介護

介護サービ ス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

介護予防短期入所生活介護

予防サービス（ 要支援 1・ 2 の人）

短期入所生活介護（ ショ ート ステイ ）　 ・ 事業所一覧は 138、 139 ページ8
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◆食事、 入浴、 排せつなどの介助

◆理学療法士、 作業療法士などによる機能訓練

◆医師の診療

●サービス費用の目安（ 下表の額の１ 〜 3 割が自己負担になり ます）

※上記サービス費用の 1 〜 3 割の自己負担分（ 利用料） のほかに、 食費、 居住費などが自己負

担と なり ます。 なお、 市町村民税非課税者などは減額と なる制度があり ます。

（ 詳し く は 116 ページ参照）

※サービスを 提供する事業者によっ て利用料が異なる場合があり ます。 ケアマネジャ ーまたは

短期入所療養介護事業者にご確認く ださ い。

※送迎を行う 場合は、 片道 1,870 円が加算さ れます。

①介護予防短期入所療養介護 ②短期入所療養介護

内　 　 容 要介護度 サービス費用

多床室（ 基本型）

介護老人保健

施設の利用

要介護 1 8 ,390 円 / 日

要介護 2 8 ,890 円 / 日

要介護 3 9 ,530 円 / 日

要介護 4 10 ,050 円 / 日

要介護 5 10 ,600 円 / 日

内　 　 容 要介護度 サービス費用

多床室（ 基本型）

介護老人保健施

設の利用

要支援 1 6 ,190 円 / 日

要支援 2 7 ,790 円 / 日

　 心身の状況や家族の病気・ 冠婚葬祭などのため、 または家族の身体的・ 精神的な負担の軽

減等を図るために、 病状が安定期にある利用者が、 一時的に看護・ 医学的管理のも と 入所が

必要なと き に、 介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し て、 介護、 機能

訓練やその他必要な医療などが受けら れます。

短期入所療養介護

介護サービ ス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

介護予防短期入所療養介護

予防サービス（ 要支援 1・ 2 の人）

短期入所療養介護（ ショ ート ステイ ）　 ・ 事業所一覧は 140 ページ9

介護保険制度9
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◆日常生活上の世話

◆入浴・ 排せつ・ 食事などの介助

◆機能訓練

●サービス費用の目安（ 下表の額の１ 〜 3 割が自己負担になり ます）

※上記サービス費用の 1 〜 3 割の自己負担分（ 利

用料） のほかに、 食費、 おむつ代、 居住費、 そ

の他の日常生活費などが自己負担と なり ます。

※要支援１ ・ ２ の人は利用できません

①介護予防特定施設入居者生活介護 ②特定施設入居者生活介護

Ｑ Ａ＆Ｑ

Ａ

特定施設入居者生活介護施設に入居中に、 訪問看護サー

ビスや福祉用具貸与を利用するこ と はでき ますか？

　 特定施設入居者生活介護を 利用し ている 場合は、 他の介護保険サービスを

利用するこ と はでき ません。（ 居宅療養管理指導を除く 。）

　 なお、 医療保険では、 通院が困難な入居者であれば往診等を 利用する こ と

ができ ます。 また、 がん末期・ 難病や急性憎悪等で特別訪問看護指示書の交

付を受けている入居者であれば訪問看護も 利用するこ と ができます。

要介護度 サービス費用

要支援 1 1 ,850 円 / 日

要支援 2 3 ,160 円 / 日

要介護度 サービス費用

要介護 1 5 ,460 円 / 日

要介護 2 6 ,130 円 / 日

要介護 3 6 ,840 円 / 日

要介護 4 7 ,490 円 / 日

要介護 5 8 ,190 円 / 日

　 有料老人ホームや軽費老人ホーム（ ケアハウス）、サービス付き高齢者向け住宅などのう ち、

介護保険の指定を受けた施設で、 食事・ 排せつ・ 入浴などの介護、 その他日常生活の世話や

機能訓練を受けるこ と ができます。

特定施設入居者生活介護

介護サービ ス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

介護予防特定施設入居者生活介護

予防サービス（ 要支援 1・ 2 の人）

特定施設入居者生活介護　 ・ 事業所一覧は 140 ページ10

要介護度 サービス費用

要介護 1 5 ,500 円 / 日

要介護 2 6 ,180 円 / 日

要介護 3 6 ,890 円 / 日

要介護 4 7 ,550 円 / 日

要介護 5 8 ,250 円 / 日

【 参考】 地域密着型特定施設入居者生活介護の場合※詳し く は、 107 ページを ご覧く ださ い。
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●サービス費用の目安（ レ ン タ ル費用の１ 〜 3 割が自己負担になり ます）

軽度者（ 要支援 1・ 2、 要介護 1） の人へ

内　 　 　 容 サービス費用

福祉用具のレ ンタ ル（ 次ページの 13 種類） 対象品目によっ て異なり ます

　 福祉用具貸与は、 心身の機能が低下し た要介護者などの日常生活の便宜を 図るための福祉

用具や、 機能訓練のための福祉用具の貸し 出し を行う も のです。 いざ購入すると なると 高額

な福祉用具が、 介護保険では貸与（ レンタ ル） 方式をと るこ と によっ て、 少ない費用で利用

するこ と ができ ます。

　 カ タ ログなどでは、 用具の使い勝手がなかなか分かり ません。 ケアマネジャ ーと 相談し た

り 、 福祉用具貸与事業者や福祉用具機器の展示場へ出向く などし て、 実際に確認・ 使用する

こ と も 大切です。

　 またレ ンタ ル費用は福祉用具貸与事業者ごと に設定さ れているため、 同じ 用具であっ ても

金額が異なる場合があり ます。 そのため、単純に金額だけで選ぶのではなく その事業者のサー

ビス内容等も 踏まえて比較、 検討するこ と が重要です。

　 福祉用具貸与事業者は、 貸与し よう と する商品の特徴や貸与価格、 同一商品の全国平均貸

与価格の説明や機能、 価格帯の異なる複数の商品に関する情報の提供をするこ と が義務づけ

ら れています。

介護予防福祉用具貸与

予防サービス（ 要支援 1・ 2 の人）

福祉用具貸与

介護サービ ス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

福祉用具貸与　 ・ 事業所一覧は 141 ページ11

　 次のページにある①②③④⑤⑥⑪⑫の品目※については、 要支援 1・ 2、 要介護 1 の認定を受

けている人（ 軽度者） は、 一定の例外を除き対象になり ません。

　 ⑬の品目のう ち「 便を 自動的に吸引さ れる も の」 については、 要支援 1・ 2、 要介護 1 ～ 3

の認定を受けている人は、 一定の例外を除き対象になり ません。

　 ただし 、 軽度者であっ ても 、 市へ事前申請の上、 承認を受けると 例外的に対象と なり ます。

　 例外に該当するかどう かは、 担当ケアマネジャ ーにご相談く ださ い。 ケアマネジャ ーがいな

い人は、 地域包括支援センタ ー、 福祉用具貸与事業所の福祉用具専門相談員へご相談く ださ い。

介護保険制度9
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次の 13 種類が貸与の対象と なり ます。

①車いす ②車いす付属品 ③特殊寝台  

④特殊寝台付属品 ⑤床ずれ防止用具 ⑥体位変換器  

⑦手すり  ⑧スロープ ⑨歩行器   

⑩歩行補助つえ  ⑪認知症老人徘徊感知機器  ⑫移動用リ フ ト    

⑬自動排泄処理装置

＊自走用、 介助用、 
　 普通型電動車いす 

＊ク ッ ショ ン、 

　 電動補助装置 等    

ク ッ ショ ン   

＊背の角度を 調整でき るも の、  
　 床の高さ を 調整でき るも の

　 等    

＊こ の他ス ラ イ ディ ン グボード

介助用ベルト テーブル

サイ ド レ ール 

マッ ト レ ス 

＊取付けに工事不要のも の

＊つり 具の部分を 除く  
＊ こ の 他 入 浴 用

リ フ ト 、 段差

解消機、 階段

移 動 用 リ フ

ト 、 立ち 上が

り 用椅子　 等

※ ※ ※ 

※ ※ ※ 

※ ※ 

※ 
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●サービス費用の目安（ 購入費用の１ 〜 3 割が自己負担になり ます）

指定を受けていない事業者から 購入し た場合は支給の対象と なり ませんの

でご注意く ださ い。 また、 領収書の発行日から 2 年を 過ぎる と 支給がで

きなく なり ます。

※長野市内の指定を受けている事業所一覧は、142 ページをご覧く ださい。

注意！ 

次の 6 種類の購入が対象と なり ます。

①腰掛便座 

次のいずれかに該当する場合に限る 

①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するも の 

②洋式便器の上に置いて高さ を補う も の 

③電動式またはスプリ ング式で便座から 立ち上がる際に補助でき る機

能を有し ているも の 

④便座・ バケツ等から なり 、 居室等で利用できる便器

内　 　 　 容 サービス費用

福祉用具の購入

（ 下記の 6 種類）
1 年につき 上限 10 万円（ 毎年 4 月 1 日～ 3 月 31 日）

　 在宅の要介護者・ 要支援者が、 直接肌に触れて使用する入浴・ 排せつ用などの貸与になじ

まない福祉用具のう ち、「 厚生労働大臣が定めた特定福祉用具」 を 購入し 、 日常生活の自立

を助けるために市が必要と 認めた場合には、 購入に要し た費用の 9 〜 7 割が保険から 支給さ

れます。 いっ たん費用の全額を支払っ ておき、 利用者から の申請により 後日、 市から 払い戻

し を受ける仕組み（ 償還払い） です。

　 福祉用具は正しく 利用して初めて効果が得られます。 体に合わない用具の使用は逆に身体状況

を悪く さ せる場合がありますので、 ケアマネジャー、 福祉用具専門相談員等の意見を聞きながら

状態に合った用具を選びましょう 。

特定福祉用具販売

介護サービス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

特定介護予防福祉用具販売

予防サービス（ 要支援 1・ 2 の人）

福祉用具購入費の支給（ 償還払い）　 ・ 事業所一覧は 142 ページ12

介護保険制度9
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③排泄予測支援機器

膀胱内の状態を感知し 、 尿量を 推定するも のであっ て、 排尿の機

会を居宅要介護者等又はその介護を行う 者に通知するも の

②自動排泄処理装置の交換可能部品

次の要件をすべて満たすも の

①レシーバー、 チュ ーブ、 タ ンク 等のう ち、 尿や便の経路と なるも の

②要介護者又はその介護を行う 者が容易に交換出来るも の

④入浴補助用具 

座位の保持、 浴槽への出入り 等の入浴に際し ての補助を目的と する用

具であっ て次のいずれかに該当するも のに限る 

①入浴用いす（ 概ね 35cm 以上の高さ のも の等） 

②浴槽用手すり （ 浴槽のふちを挟みこ んで固定するも の） 

③浴槽内いす（ 浴槽内に置いて利用するも の） 

④入浴台（ 浴槽のふちにかけて浴槽への出入り を容易にするも の） 

⑤浴室内すのこ （ 浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図るも の） 

⑥浴槽内すのこ （ 浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さ を補う も の） 

⑦入浴用介助ベルト （ 身体に直接巻き つけて使用するも ので浴槽への

出入り 等を容易に介助するこ と ができ るも の） 

⑤簡易浴槽 ⑥移動用リ フ ト のつり 具の部分 

空気式または折り たたみ式

等で容易に移動できるも の

であって、取水または排水の

ための工事を伴わないもの

身体に適合するも ので、 移動

用リ フ ト に連結可能なも の 

9 介
護
保
険
制
度



10 1

●支給対象と なる人
要支援 1・ 2 または要介護 1 〜 5 の認定を受け、 在宅で生活し ている人

※介護保険施設や病院に入所・ 入院中の人は、 退所・ 退院に備えて、 事前の支給申請及び住宅

改修の着工をするこ と はできますが、 住宅改修工事の完了報告は退所・ 退院後になり ます。

なお、 退所・ 退院できなかっ た場合は、 給付対象外と なり ます。

●対象と なる工事
（ 1） 手すり の取付け

（ 2） 段差の解消・ 通路等の傾斜の解消

（ 3） 滑り の防止及び移動円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

（ 4） 引き戸等への扉の取替え・ 撤去（ 引き戸等の新設は、 介護保険課へご相談く ださ い。）

（ 5） 和式便器から 洋式便器等への取替え・ 既存の便器の位置や向きの変更

（ 6） その他（ 1） 〜（ 5） の改修に付帯し て必要と なる工事

●支　 給　 額
　 住宅改修の支給対象と なる工事費用の 9 〜 7 割が支給さ れます。 なお、 支給額は要介護者等

一人につき 18 〜 14 万円が上限です（ 住宅改修費の支給限度基準額 20 万円の 9 〜 7 割）。

　 ただし 、 要介護状態が著し く （ 3 段階以上） 悪化し た場合（ 要支援 2 と 要介護 1 は同じ 段階

と みなし ます）、 も し く は転居し た場合は、 改めて 18 〜 14 万円までの支給を受けるこ と がで

きます。

●支　 給　 方　 法
■償還払い方式…………申請者が施工業者に工事費用の全額を支払っ た後、「 住宅改修完了報告

書」 を提出するこ と で、 対象工事費用の 9 〜 7 割が申請者指定の口座

へ振り 込まれます。

■受領委任払い方式……申請者が対象工事費用の 1 〜 3 割を支払っ た後、「 住宅改修完了報告書」

を提出するこ と で、 対象工事費用の 9 〜 7 割が事前に申請いただいた

施工業者指定の口座へ振り 込まれます。 こ の方式を利用さ れる場合は、

施工業者の承諾が必要です。

　 要介護者・ 要支援者 ( 以下要介護者等 ) が、 居宅での生活に支障がないよう に、 手すり の

取付けなど、 厚生労働大臣が定める比較的小規模の住宅改修を実際に居住する（ 住民登録の

ある） 住宅について、 要介護者等の心身の状況と 住宅の状況などから 市が必要と 認めた工事

に限り 、 その一定範囲の費用が介護保険から 給付さ れます。

※改修工事着工前に、 市への事前申請・ 許可が必要です。

住宅改修費の支給13

予防サービス（ 要支援 1・ 2 の人） 介護サービ ス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

介護保険制度9
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●支給に必要な書類

■支給申請（ 工事前）

○長野市介護保険居宅介護 ( 介護予防 ) 住宅改修費支給申請書

○住宅改修が必要な理由書

　 本人の身体状況や介護状況を把握し 、 改修により 日常生活をどう 変えたいのか、 改修の目

的や効果等を所定の様式に記載し ます。 こ れは、 担当ケアマネジャ ーに作成し ても ら います。

担当ケアマネジャ ーがいない（ 契約し ていない） 場合は、 地域包括支援センタ ー、 在宅介護

支援センタ ーや居宅介護支援事業所に相談し てく ださ い。 理由書は、理学療法士・ 作業療法士・

福祉住環境コ ーディ ネータ ー（ 2 級以上）・ 増改築相談員やマンショ ンリ フ ォ ームマネジャ ー

（ 介護保険住宅改修研修済みの人） に作成を依頼するこ と も できます。

○工事費見積書（ 指定の標準様式に準じ 施工業者名が入っ ているも の）

○日付入り 改修前写真（ 施工箇所ごと に改修前の状態が確認できるも の）

○図面

○住宅所有者の承諾書（ 住宅の所有者が申請者本人以外の場合）

○受領委任払い承認申請書及び委任状（ 受領委任払い方式を利用する場合）

　 ※工事着工 14 日前までに提出し てく ださ い。

　 ※日付入の写真は、 日付機能のあるカ メ ラ で撮影するか、 黒板等に撮影日を 記入し て写真に

　 　 写し こ んでく ださ い。 アプリ ケーショ ン等で日付を落と し こ んだも のは不可です。

■完了報告

○長野市介護保険居宅介護 ( 介護予防 ) 住宅改修完了報告書

○領収書（ 宛名は申請者本人宛フ ルネームのも の）

○工事費内訳書（ 指定の標準様式に準じ 施工業者名が入っ ているも の）

○日付入り 改修後写真（ 施工箇所ごと に改修後の状態が確認できるも の）

　 ※領収書の発行日から 2 年を過ぎると 、 支給ができなく なり ます。

●その他注意事項

（ 1） 老朽化を理由と する改修や住宅を新築・ 増築する場合は対象外です。

（ 2） 施工業者の指定はあり ません。

（ 3） 同じ 工事でも 、 事業者により 金額が異なる場合があり ますので、 複数の事業者から 見積も

り を取り 、 契約する際は十分説明を受け、 納得し たう えで契約をし まし ょ う 。

（ 4） 申請手続きなどで、 不明な点があり まし たら 必ずご連絡・ ご相談く ださ い。

（ 5） 申請窓口は、 介護保険課給付担当または篠ノ 井支所介護保険担当、 豊野支所、 戸隠支所、

鬼無里支所、 大岡支所、 信州新町支所、 中条支所です。

※支給を受けるための手順が決まっておりますので、 必ず改修前にケアマネジャーまたは介護保険

課にご相談く ださい。

9 介
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●補助対象と なる人
　 次のいずれにも 該当する人

①介護保険の要支援・ 要介護の認定者〔 40 歳から 64 歳の人で身体障害者手帳（ 障害の程度が

1 級から 3 級） の交付を受けているも のは除く 〕 が住民登録のある住居で生活し ている人

②同一の世帯及び生計を一にし ているすべての人の市町村民税が非課税である人

③要支援・ 要介護の認定者と 同一の世帯に属する人及び生計を一にする者の全てが介護保険料

を滞納し ていないこ と

●補助率・ 補助額
　 住宅整備に要する 経費の 9 割が補助さ れます。 交付額は 63 万円（ 補助限度基準額 70 万円

の 9 割） が上限と なっ ています。 一つの世帯で補助は 1 回限り と し 、 複数の対象者がいる場合

にも 補助限度基準額は 70 万円です。

●補助対象と なる経費
　 補助対象者が常時使用する居室、 浴室、 便所、 洗面所等の整備で、 要介護被保険者等の心身

の状況、 住宅の状況等を勘案し 、 あく までも 本人の自立支援のために市長が必要と 認める必要

最低限なも の。 なお、介護保険住宅改修の対象工事に要する経費（ 手すり の取付け、段差の解消、

滑り の防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更、 引き 戸等への扉の取替

え、 洋式便器等への便器の取替え） も 含まれます。 その場合、 介護保険の住宅改修費支給を優

先さ せ、 その給付限度額を超える改修が対象と なり ます。

●その他注意事項
（ 1） 必ず工事実施前の交付申請と 交付決定が必要です。

（ なお、 交付申請年度内に工事を完了し 、 実績報告書を提出する必要があり ます。

交付決定には、 ある程度の時間を要し ますので、 特に年度末の申請は、 ご注意く ださ い。）

（ 2） 老朽化を理由と する改修や住宅を新築・ 増築する場合は対象外です。

（ 3） 施工業者の指定はあり ません。

（ 4） 同じ 工事でも 、 事業者により 金額が異なる場合があり ますので、 複数の事業者から 見積も

　 　 り を取り 、 契約する際は十分に説明を受け、 納得し たう えで契約し まし ょ う 。

（ 5） 申請手続きなどで、 不明な点があり まし たら 必ずご連絡・ ご相談く ださ い。

（ 6） 申請窓口は、 介護保険課給付担当または篠ノ 井支所介護保険担当、 豊野支所、 戸隠支所、

鬼無里支所、 大岡支所、 信州新町支所、 中条支所です。

予防サービス（ 要支援 1・ 2 の人）

　 要介護者・ 要支援者が、 日常生活をでき る限り 自力で行えるよう に居宅改修する場合の費

用を助成し ます。 ※改修工事着工前に、 市への事前申請・ 許可が必要です。

※支給を受けるための手順が決まっておりますので、 必ず改修前にケアマネジャーまたは介護保険

課にご相談く ださい。

要介護被保険者等住宅整備事業（ 長野市独自制度）14

介護サービ ス（ 要介護 1 ～ 5 の人）

介護保険制度9


